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ィングの際に案を示すこと等により、マーケットの慣行に従った修復期間を設定す

ることが必要である。 
 
（参考：英国保健省の例） 

・ 英国保健省は、病院ＰＦＩについて書類の標準化を進めており、その中に標準サービ

スレベル仕様書（Standard Service Level Specification）がある。これは、包括的な

要求事項を記述した「サービス全般仕様書（General Service Specification）」と個別

サービスを対象とした「特定サービス仕様書（Service Specific Specification）」によ

り構成されており、これがアウトプット仕様を規定している。 
・ 業務ごとにアウトプット仕様を定めている「特定サービス仕様書」は以下のような項

目で構成されている。この中で、アウトプット仕様の達成状況を測定するための「パ

フォーマンス・パラメータ」があわせて整理され、公募段階で民間事業者に提示され

ている（キー・パフォーマンス・インディケーターについては（3）参照）。 

英国病院ＰＦＩ事業における特定サービス仕様書の構成（建物サービスの例） 

１．用語の定義

２．主要な目的

当該特定サービスを提供する際の目的が記述される。

３．主なカスタマー

当該特定サービスを提供する相手（例えば、患者、病院スタッフ等）が記述される

４．プロセス

４．１ スコープ

提供するサービスの内容（ＰＦＩ事業者の業務所掌）が記述される。

４．２ サービス要求水準

業務要求水準の詳細が記述される。
（例えば、対応時間、要員の保有資格や業務実施条件等）

別添Ａ：品質標準

具体的な品質の状況。例えば、床に埃、汚れ、こぼれた液体の放置が無い等。

別添Ｂ：サービスレスポンスタイムと解消所要時間

サービス品質不良の発生時のサービスレスポンスタイム（対応までの時間）と
サービス品質不良の解消までの時間が記述される。

附表

パフォーマンス・パラメータ

キーパフォーマンスインディケーター（ＫＰＩ）

要求水準書に相当

モニタリング指標に相当
（モニタリング基本計画書に規定）

 
③留意点 

・ モニタリング指標は、出来る限りアウトプット仕様で定めることが望ましい。ただ

し、維持管理業務や運営業務において、品質管理のプロセス（ＩＳＯ、ＨＡＣＣＰ

等）を合意した場合は、当該プロセスの遵守状況等をモニタリング指標として設定

することも考えられる。 
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・ モニタリングは費用負担や労務負担を伴うものであるため、その効果と負担を考慮

して、指標や計測の頻度、方法等を設定する必要がある。具体的には、常時確認す

るモニタリング指標は重要性の高い目標を中心に設定する、類似したモニタリング

項目は一括した指標により確認するといったように、モニタリング指標間の軽重を

つけること等が考えられる。 
・ モニタリング基本計画書で提示されたモニタリング指標及び支払メカニズムは原則

としてそのまま運営段階に適用される。しかしながら、民間事業者から提出される

実際の提案書及びそれに基づく業務仕様の内容によっては、変更が必要となること

も多いと考えられる。そのため、これらをまったく変更しえないものとすると、実

態と乖離して効果的なモニタリングができない可能性もある。そこで、モニタリン

グ基本計画書に基づき、モニタリング方法の詳細を定めたモニタリング実施計画書

を作成するプロセスを採用することが合理的と考えられる。 
書式変更 : 箇条書きと段落番号
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 (2) 事業目的に合致したモニタリング指標と支払メカニズムの連動 

①課題 
・ モニタリング指標を総花的に設定して支払メカニズムと連動させると、重要な指標

が埋没し、事業コンセプトに見合ったものとならなくなる恐れがある。 

・ 業務間で類似のモニタリング指標を規定する場合に、減額の重複が生じないよう留

意する必要がある。 

・ 各モニタリング指標を満たさなかった場合の減額幅がバランスのとれたものでない

と、民間事業者がペナルティによる減額を回避しようとして、逆にサービスの低下

をもたらすこともある。例えば、海外の列車サービスの事例においては、運休とす

る場合の減額が大きいために、一本運休して列車の遅延を改善するという手法がと

られず、遅延を継続させて大きな減額を回避し、結果として利用者の利便性が低下

するという例が指摘されている。 

・ また、過剰な減額を設定した場合、応募者のリスクを増大させ、応募者の参加意欲

の低下や過剰な予備費の設定につながり、ＶＦＭの低下を招く可能性がある。 
 
②考え方 

・ ＰＦＩ事業の支払メカニズムには、公共サービスの適正かつ確実な実施を確保する

ため、民間事業者に要求水準を満たすサービスの提供に対して強い動機付けを与え

ることが期待される。その意味で、支払メカニズムは、要求水準の達成状況を確認

するためのモニタリング指標と一体的に構築される必要がある。 
・ 管理者等は、原則としてこれらを入札公告時に一括して提示することが必要である。 
・ そのためには、管理者等の事業コンセプトに即したサービスが提供されるよう、ア

ウトプット仕様ごとの重み付け等を明確にした支払メカニズムを構築する必要があ

る。 
・ アウトプット仕様ごとの重み付けにあたっては、例えば以下のような要素を考慮し

て総合的に判断することが考えられる。 
（ア） 当該アウトプット仕様がサービスや成果に与える影響の度合い（例えば病院

であれば手術室は重要だが、会議室は比較的軽微である、等） 
（イ） 当該アウトプットが確保されない場合に管理者等に与える経済的影響を含め

たリスク（例えば病院であれば診察ができない状態は医業収入の減少になる） 
・ 要求水準未達時のペナルティについては、過剰な減額により民間事業者の事業の継

続に支障が生じないよう、収支への影響を踏まえた設計が必要である。 
 
（アベイラビリティとパフォーマンスについて） 
・ 施設によっては、要求水準を満たしているか否かを、施設のアベイラビリティ3ない

                                                   
3 ここでいう「アベイラビリティ」とは、施設の「利用可能性」をさす。「施設が利用可能な状態であ

る」場合に対価をはじめて支払うこととすることにより、施設の不具合や維持管理の不備により施設が
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